
えちぜん町未来へつなぐ奨学金返還応援補助金

補助候補者 認定要件

他にも要件があります。詳細はお問い合わせいただくか、ホームページよりご確認ください。
申請時に必要な書類等については、裏面をご確認ください。

※２ 日本学生支援機構第一種・第二種奨学金または福井県大学奨学金など

新 卒 者
（当年度に大学等※１を卒業見込みの方）

又は 既 卒 者
（すでに大学等※１を卒業した方）

１ ５年以上越前町に定住する意思がある方

２ 大学等の就学のために貸与を受けた奨学金※２の返還を行う方

３ 申請（認定）年度の翌年度４月１日時点で満３０歳未満の方

４ 補助金の交付申請時に事業所等に就業している方（自営業を含む。正規・非正規雇用、職種は不問。）

問合せ先
℡0778-34-8727
e-mail teijuu@town.echizen.lg.jp

万円

補助金額
5年間(60ヶ月分)

最大

毎年度20万円上限に交付

※１ 大学、大学院、短期大学、専門職大学、専門職短期大学、高等専門学校（第4学年及び第5学年に限る）、
専修学校（専門課程に限る）

令和5年度からStart !
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は申請者の手続きとなります。要件を満たせば最大で5年間、補助金交付申請・請求の手続きが必要です。

◎補助候補者の認定申請は随時受付しています。

◎最初の補助金交付申請・請求の手続きは、
補助候補者の認定を受けた後、12ヶ月分の
奨学金を返還した時点となります。
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まずは補助候補者の認定を受けることからスタート！

※補助候補者の認定を受けることが最初の手続きとなります。
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その他の事業で補助金を受け取った場合でも申請することはできますか？Ｑ6

Ａ6

Ａ5

Ｑ5 数年後、会社の転勤で住所を異動しなくてはいけなくなった場合はどうなりますか？

Ｑ4

Ａ4

対象者の年齢制限はありますか？

Ａ3

Ｑ3 補助候補者認定の申請期限はありますか？

大学等を中途退学しても対象になりますか？Ｑ2

Ａ2

Ａ1

Ｑ1 この制度の目的は何ですか？

Ｑ Ａ
＆

申請時に必要な書類

【新卒者】

・ 補助候補者認定申請書（新卒者用） ※様式あり

・ 在学証明書

・ 奨学金貸与証明書又はこれに準ずるもの

【既卒者】

・ 補助候補者認定申請書（既卒者用） ※様式あり

・ 大学等を卒業したことを証する書類

・ 奨学金貸与証明書又はこれに準ずるもの

・ 奨学金の返還額が確認できるもの

・ 補助金交付申請書 ※様式あり

・ 住民票の写し （続柄・世帯主・本籍を省略したもの）

・ 奨学金返還証明書又はこれに準ずるもの

・ 就労証明書 ※様式あり

(自営業等の場合は、確定申告書の写し）

・ 町税の完納証明書

・ 誓約書 ※様式あり


